
 

北九州市立思永中学校温水プール管理規則 

平成２１年３月３１日 

教委規則第４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、北九州市立思永中学校の温水プール（以下「プール」と

いう。）を市民の使用に供する際のプールの管理に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（供用日等） 

第２条 プールを市民の使用に供する場合の供用日及び供用時間は、教育長が

別に定める。 

（使用の許可） 

第３条 プールを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受け

なければならない。 

２ 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしな

いものとする。 

（１） 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

（２） プールの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。 

（３） 前２号に掲げる場合のほか、プールの管理上支障があると認められ

るとき。 

（使用の許可の取消し等） 

第４条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を

取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。 

（１） 前条第２項各号のいずれかに該当するとき。 

（２） この規則若しくはこの規則に基づく処分に違反し、又は関係職員の

指示に従わなかったとき。 

（３） 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。 

（指定管理者の指定の申請に係る事項の公表） 

第５条 教育長は、プールについて指定管理者を指定しようとするときは、申

請の受付場所及び受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しなければな

らない。 



 

（指定管理者の指定の申請の添付書類） 

第６条 北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市

条例第８号）第９条の２第１項の規則で定める書類は、次のとおりとする。 

（１） 定款又はこれに準ずるものの謄本 

（２） 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における収支決算書 

（３） 現に行っている事業の内容及び実績を記載した書類 

（４） 事業計画書に係る収支見積書 

（５） 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類 

（指定管理者の指定の告示） 

第７条 教育長は、プールについて指定管理者を指定したときは、その旨を告

示するものとする。 

（指定管理者の事業報告） 

第８条 指定管理者は、毎年度終了後、その管理するプールの管理の業務に関

し事業報告書を作成し、５月３１日までに教育長に提出しなければならない。 

（委任） 

第９条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。 

付 則 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

付 則（令和７年５月２９日教委規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 


